令和８年度　国東市プロフェッショナル人材を活用した伴走支援事業業務委託仕様書

１ 業務名
令和８年度　国東市プロフェッショナル人材を活用した伴走支援事業業務

２ 事業目的
本事業は、市内企業が、業務課題の解決や、新規事業を実施する際に必要な専門スキ
ル等を、専門分野で活躍しているプロフェッショナル人材を活用して補うことで、市内
企業の成長を支援し、経営基盤の強化に繋げることを目的とする。
本事業では、プロフェッショナル人材等の外部の知見を取り入れた市内企業の新たなビジネスモデルの展開に向けた支援をしていく。

３ 事業実施期間 契約締結日から令和９年３月１７日まで

４ 業務概要　　
・国東市プロフェッショナル人材を活用した伴走支援事業の企画・設営・運営一式

５ 業務の内容
　　〇本事業は、3段階の事業で構成され、今年度の事業は第1段階の事業を実施するもの
である。
　　　第1段階（令和8年度）は、市内企業が経営課題の解決に向けて興味を持つテーマ
で経営塾を開催して、参加企業が潜在的に抱える経営課題を抽出し、解決に向けたアク
ションプランを作成する。
　　　第2段階（令和9年度）は、作成されたアクションプランの中から、プロフェショナ
ル人材を活用した伴走支援のモデル事業を実施する。
　第3段階（令和10年度）は、プロフェショナル人材を活用した伴走支援の事業化を
図る。
※第1段階で実施した事業内容に対する成果を検証し、次年度の事業実施を判断するので、第2段階以降の事業実施を確約するものではない。
　
　　〇第1段階の経営塾開催の役割
市内企業は、過疎少子高齢化に伴う人手不足や昨今の物価高騰等、多くの課題を抱えている。今後も激しく変化していく社会に対応していくためには、経営基盤の強化が必要になってくる。市としては、市内企業の経営基盤を強化する手法として、専門的なスキル等を有するプロフェッショナル人材を活用した伴走支援を検討している。
まずは、市内企業が経営課題の解決に向けて興味を持つテーマで経営塾を開催し、
その中で参加企業が潜在的に抱える経営課題の抽出と、抽出した経営課題の解決に向けたアクションプランの作成を行う。
　第1段階の業務項目は、以下の（1）～（3）とし、上記の事業目的を達成する企画
と実施に関する業務を専門業者等に委託し、円滑な事業推進を行うものとする。
　　　　（1）経営塾の企画運営業務
　　　　（2）経営塾の参加企業募集業務
　　　　（3）経営塾参加企業の経営課題抽出業務

(1) 経営塾の企画運営業務
経営塾は３回の開催を予定しているが、その３回の中で市内企業の経営者がプロフ
ェショナル人材の伴走支援に興味を持ち、市内企業が潜在的に抱える経営課題を抽出
することを想定して、３つテーマと運営方法を提案すること。
 (2) 経営塾の参加企業募集業務
　　市報や区長文書等など市が持つ広報ツールはあるが、ただ経営塾の情報を周知して
も、市内企業の参加にはつながらない。市内企業が興味を持ち、多くの参加が得られ
るように、以下の項目を提案すること。
　　（A）市内企業の参加を促す周知方法
　　（B）参加する市内企業の目標数値
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	産業中分類
	令和3年事業所数

	建設業
	１１４

	製造業
	１０４

	卸売業、小売業
	３２９

	宿泊業、飲食サービス業
	１２２

	生活関連サービス業、娯楽業
	１１３

	サービス業（他に分類されない者）
	１５２

	全産業
	１２４９


※100社以上ある産業のみ抽出　　　　出典：令和3年経済センサス
(3)経営塾参加企業の経営課題抽出業務
　　第２段階で、経営課題解決に向けたプロフェショナル人材の伴走支援のモデル事業
を実施することを計画しており、参加企業の経営課題を抽出し、実際に経営課題を
解決するアクションプランの作成ができる方法を提案すること。

〇スケジュール
・以下のとおり想定しているが、市と受託者で協議のうえ、決定すること
 ７～２月 参加企業の募集・セミナー及びワークショップの開催
 ３月中旬 実施報告



６ 実施体制
・受託者は、本事業が計画的かつ円滑に遂行できるよう、誠意をもって業務に臨むこ
と。　
・本業務に関わる全ての者は、事業の趣旨を理解の上、従事の心構え、市内企業に
提案できる知識習得、情報収集など業務遂行上必要な自己研鑽を行うこと。
・受託者は、本事業を遂行するために必要な資材等を委託料の範囲内で調達すること。
・受託者は、委託者及び関係者と定期的に打合せの場を設ける等、随時情報交換を実
施するとともに、業務の遂行に関し、疑義が生じた場合には委託者の指示を受ける
こと。
・受託者は、本業務に係る実績報告として、実施状況等について、委託者に対して適
宜報告を行うものとする。
・受託者は、本業務に係る情報等の機密情報について、盗難、紛失、漏えい等の防止
その他適正な管理のために必要な措置を講じること。
・受託者は、本業務執行にあたり知り得た情報を受託期間中及び業務委託終了後も他
に漏らしてはならない。

７　特記事項
　　本事業は、3段階で構成されるが、第1段階で事業効果を検証して事業継続を判断するため、次年度以降の事業実施を確約するものではない。次年度以降の事業を継続する場合は、専門事業者等に発注する見込みではあるが、当該年度業務の進捗や業務状況等を考慮した上で、改めて選考するものとする。

８ 成果品等
本業務完了報告書 １部及びデータ一式
 　　※各事業終了後、速やかに報告書を提出し、全ての事業終了後に最終の報告書を
提出すること。
（内容）業務実施記録、募集チラシ、現場写真、結果報告、アクションプラン、経営塾
参加者のアンケート分析結果、その他関係資料

９ 業務委託料の支払い
市は、受託者から提出された報告書により、業務の執行を確認し、受託者からの請
求に基づき、支払うものとする。

10 業務実施上の注意点
・範囲
本仕様書は基本内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項で
あっても本業務の運営に必要な事項については、国東市と協議の上、受託者の責任にお
いて誠実かつ確実に履行すること。
・疑義
本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、国東市と協議をすること。また、本仕様
書に記載のない事項であっても、本業務に必要と認められる事由が生じた場合は、国東
市と十分に協議し業務を遂行すること。
・法令、条例等の遵守
本業務の履行に関係する法令、条例等は遵守すること。
・管理・臨機の措置
① 本業務の運営にあたり、トラブル等が発生しないよう管理すること。
② 不測の事故が発生した場合等、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者の判
　断により臨機の措置をとるとともに、直ちに国東市に報告すること。また、その措
置の内容について国東市から指示があった場合は、速やかにその指示に応じること。
・業務完了報告
全業務完了後、速やかに業務完了報告書を作成し、業務実績について国東市へ報告す
ること。
・秘密の保持
本業務の履行に際し、知り得た秘密を他人に漏洩してはならない。
・個人情報の保護
本業務を履行するための個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別さ
れ、又は識別されうるものをいう。）がある場合は、その保護の重要性を認識し、個人
の権利利害を侵害することがないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
・再委託等の制限
  受託者は、業務の一部又は全部を第三者に委託し、又は請け負わせることができ
ないこととする。ただし、事業実施に必要と認められる業務については、委託者承
諾の上、業務の一部を第三者に委託することができるものとする。
・業務遂行上のトラブル
  業務遂行上、何らかのトラブルが発生した場合、受託者は委託者と連携の上、速
やかに解決を図る。

11 その他
 本仕様書に記載されていない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合は、委託者
及び受託者が協議の上、定めるものとする。

12 質問提出方法及び問合せ先
（1）質問提出方法
仕様書に関して質問がある場合は、令和8年5月18日（木）17：00 までに、別紙「質疑・回答書」にて下記（２）問合せ先にFAX またはメールにより提出すること。FAX の場合は、受信確認の連絡を入れること。質問等があった場合は、令和8年5月19日（火）まで国東市ホームページで回答する。
（2）問合せ先
国東市役所　観光・地域産業創造課
ＴＥＬ：0978‐72‐5183（直通）ＦＡＸ：0978‐72‐5182
Ｅメールアドレス：sosei@city.kunisaki.lg.jp
